
2024年度 健康保険料・介護保険料一覧健康保険料・介護保険料一覧健康保険料・介護保険料一覧  (2024年3月1日改定)

●健康保険料率は、7.8%で昨年度と同様です。
●介護保険料率は、国に納付する2024年度の介護納付金が前年度より若干増加見込みのため、昨年度の1.66%から1.68%に引き上げと

なっています。(4月分給与控除から）
(注) 任意継続被保険者の皆さまには、3月上旬に別途ご案内を郵送させていただいております。
＊報酬月額に変動があった場合は、算定方法の見直しにより標準報酬月額が変わる場合があります。

●賞与等一時金からの保険料の求め方
健康保険料 ＝ あなたの賞与等一時金から1,000円未満を切り捨てた額 × 3.90％
介護保険料 ＝ あなたの賞与等一時金から1,000円未満を切り捨てた額 × 0.84％

(注) ★健康保険料には調整保険料も含まれています。
★健保給付金の算出にも使われます。
★40歳未満の被保険者および65歳以上の被保険者は、健康保険料のみの徴収となります。なお、被保険者が40歳未満または65歳以上でも40歳以上65歳未満の

被扶養者がいる場合は、介護保険料が徴収されます。
★40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料と介護保険料が徴収されます。

健康保険料率　7.8% 被保険者　3.9% 会社　3.9% 介護保険料率 1.68% 被保険者  0.84% 会社  0.84%

標準報酬 報酬月額の範囲 健康保険料
会　社 合　計被保険者 会　社 合　計被保険者 会　社 合　計被保険者
3.90 7.803.90日額 以上 ～ 未満月額等級 0.84 1.680.84 4.74 9.484.74

健康保険料+介護保険料介護保険料
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被扶養者に異動があったら、
事業主経由で健保組合に届出をお願いします。

●別居の被扶養者については、扶養申請時および年１回の資格確認調査時に「仕送り証明」が必要となります（学
生は除く）。これまで被扶養者であった方も、新たに別居した場合は、別居日以降は仕送り証明が必要となりま
す。

　仕送り額は、別居の被扶養者の収入以上の送金が必要となります。

●春は卒業や就職で、被扶養者の異動が多い時期です。被扶養者となっている配偶者やお子様に異動があった場
合は、速やかに手続き（事業主経由）をお願いします。

●健康保険の被扶養者資格は、自動的に切り替わりませんので、必ず被保険者からの届出が必要となります（届出
なく就職先の健康保険に加入された場合は二重加入となってしまうため、必ず扶養から外す手続きをお願いし
ます）。

●お子様が進学のため別居された場合は、ポータルサイトの「健保組合」に掲載している「被扶養者住所変更届」を
健保組合に提出してください（学生の場合は、仕送り証明は不要です）。

　※ポータルサイトから用紙が入手できない場合は、健保組合にご連絡ください。
●60歳未満の被扶養者の年収条件は130万円未満（60歳以上は180万円未満）です。年収超過が見込まれる場

合は、必ず超過する前に扶養から外す手続きをお願いします。

●被扶養者資格の適正化及び保険給付の適正化を図るため、法令等に基づき、令和6年度も全事業所を対象
に被扶養者資格確認調査（検認）を実施します。

1.概要：

2.時期：

●お子様が学校を卒業され、別居のまま就職をされずに被扶養者となられている場合は、４月から仕送り証明が必
要となりますので、ご注意願います（仕送りされていない場合は、資格喪失となります）。

健康保険被扶養者の資格確認調査（検認）について

健保組合が事前に実施する個人番号(マイナンバー)を活用した情報連携による前年(令和5年)の収入
情報等の照会結果をもとに、追加調査が必要と判断した19歳以上の被扶養者の方に対象を絞って調
査を実施します。
なお、個別にお知らせする該当者の方を除き、原則として、所得証明書・住民票の取得・提出(添付)は
不要です。
9月予定

卒業等により新たに別居した方はご注意ください。
（仕送り証明）

【仕送り証明とは】
・「誰から誰へ、いつ、いくら送金したか」がわかるもの。（現金の手渡しは不可）
・振込人、差出人は被保険者（本人名義以外不可）、受取人は被扶養者に限ります。

銀行・郵便局
（窓口・ATM）

現金書留

インターネット
バンキング

・通帳（コピー）
・振込依頼書
・払込票　等

・送金額と受取人、振込人の記載があるもの
（通帳コピーの場合は、送金以外の部分は黒塗りして提出ください）

・差出人が郵便局から受取る控え（現物）および受取人に届いた書留封筒（コピー可）
※損害要償額、受取人、引受日付印記載

・送金額と受取人、振込人の記載がある書面
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